
（別紙 幼稚園・認定こども園・保育所用） 

令和４年度ＬＤ等専門員による相談活動について 

 

                                                            特別支援教育課 

 

１  ＬＤ等専門員とは 

   発達障がいのある又は可能性のある幼児及びその在籍園の教職員、保護者等への相談活
動や理解啓発に当たるとともに、幼稚園・認定こども園・保育所へ出かけて特別支援教育
の園内支援体制の機能の充実に向けて支援を行う。 

  

２ 相談活動 

 【形態】：担当区域内の幼稚園・認定こども園・保育所からの依頼に応じ、幼児の相談活 

動を行う。 

 【内容】：発達障がい等により特別な教育的支援を必要とする幼児に係る相談活動は以下 

のとおりである。 

 

発達障がい等により特別な教育的支援を必要とする幼児に係る指導・支援に係る助言 

  ※対象は、原則、園内委員会等での検討をした幼児とする。 

    ○幼児の実態把握や支援方法についての助言 

    ○教職員、保護者等への相談活動 

    ○個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成等への助言 

    ○支援会議の開催等における関係機関との連絡・調整への支援、助言 

  ○全教職員を対象とする研修会講師 

   ・幼児の実態把握及び特性の理解、指導・支援のあり方 

   ・事例検討会の持ち方  等 

  ○保護者等への研修会講師  等 

 

園内支援体制の充実に向けた助言 

  ※管理職の同席のもと行う。 

  ○園内委員会の持ち方 

  ○個別の教育支援計画及び個別の指導計画の作成・活用 

  ○保護者との連携 

  ○関係機関との連携  等 

 

  ※個別検査実施に係る留意点 

  ①個別検査の実施は、幼児の実態把握及び指導・支援の方向性を見出すことが目的であ 

るため、検査実施については事前に各ＬＤ等専門員と相談すること。 

  ②個別検査の結果は診断を意味するものではないので、就学先を決定する際の資料とす 

ることはできないものとする。 

 

３  相談活動の留意点 

  ・申込受付、相談活動等は月曜日～金曜日の勤務時間内とし、相談日時等はＬＤ等専門 

   員と相談の上、決定する。 

  ・相談の際に、個別の教育支援計画、個別の指導計画がある場合はこれらを活用する。 

  ・園は、事前にＬＤ等専門員に該当幼児の情報を伝えておく。 

  ・事前にＬＤ等専門員に個人情報を送る場合は、郵送か手渡しとする。個人情報が漏え 

   いすることがないよう、ファックス等では送らない。 

 

 



４ ＬＤ等専門員の氏名及び所属校等 

  相談担当区域とは、就学を予定している小学校及び義務教育学校を含む区域を示します。 

相談担当区域 ＬＤ等専門員 所 属 電 話 

鳥取市（中学校区：福部未来学園）、 

八頭町、若桜町、智頭町 
大林 幹嗣 東部教育局 0 8 5 7 - 2 0 - 3 6 7 2 

岩美町 澤  勝也 
鳥取県いじめ・不登校総合
対策センター 

080-8234-9795 

鳥取市（中学校区：東・国府・桜ヶ

丘・気高・青谷） 
大川 祐子 鳥取市立修立小学校 080-1937-2208 

鳥取市（中学校区：西・北・南・中

ノ郷） 
高橋 佐織 鳥取市立北中学校 080-1937-2209 

鳥取市（中学校区：湖東・高草・河

原・千代南・江山学園） 
上田 陽子 鳥取市立高草中学校 090-5373-6538 

鳥取市（中学校区：湖南学園、鹿野

学園） 
近重 智子 特別支援教育課 0 8 5 7 - 2 6 - 7 5 9 8 

倉吉市 佐伯志保子 倉吉養護学校 090-8998-9305 

湯梨浜町、北栄町 永田みどり 湯梨浜町立羽合小学校 080-1937-2210 

琴浦町、三朝町 尾﨑久仁香 中部教育局 0 8 5 8 - 2 3 - 3 2 5 2 

米子市（（※）を除く）、 

日吉津村 

田澤 理恵 米子市立福生西小学校 0 8 5 9 - 2 3 - 5 4 3 2 
（米子市教育委員会 
学校教育課） 大口 裕子 米子市立東山中学校 

境港市、米子市の一部(※） 松下  環 境港市立境小学校 080-8234-9796 

西伯郡（日吉津村は除く） 山本 泉弥 伯耆町立岸本小学校 080-1937-2213 

日野郡 村尾 慎一 西部教育局 0 8 5 9 - 3 1 - 9 7 7 3 

（※）美保中学校、弓ヶ浜中学校、彦名小学校、崎津小学校、大篠津小学校、和田小学校、
弓ヶ浜小学校 


